
特定地域型保育事業の利用定員について  

    

「利用定員」は、施設の設置者等からの申請に基づき久留米市が定

めますが、設定に際しては、子ども・子育て会議の意見聴取を行う

ことが、子ども・子育て支援法で規定されています。  

（子ども・子育て支援法第４３条第３項）  

 

◇  令和２年４月１日の認可・確認を予定している特定地域型保育事業

における利用定員の設定（案）  

 

保育の  

提供区域  
区分  事業名称と事業者名  

利用定員  

（括弧内は地域枠） 

認可  

定員  

北部  新設  

事業所内保育事業  

社会医療法人天神会  

古賀病院２１  

３９人  

（５人）  

０歳児  １２人  

１歳児  １３人  

２歳児  １４人  

39 人  

 

◇  利用定員とは  

「利用定員」とは、子ども・子育て支援新制度における施設・事業

者が給付の対象となることの「確認」を受ける際に設定が必要な定

員のことで、施設ごとの過去の利用実績や今後の利用見込みを踏ま

えた上で、「認可定員」の範囲内で定める定員のことです。  

 

※「認可定員」とは、施設の認可を受ける際に、その設備及び運営の基

準を満たす定員を指します。特定教育・保育施設のうち幼稚園について

は福岡県が、それ以外は久留米市が、地域型保育事業については、久留

米市が認可を行います。  

 

資料４ 

※  



保育施設について　　【家庭的保育事業等（事業所内保育事業）】

施設名称 キッズ２１

施設所在地 久留米市宮ノ陣3丁目3番8号

　定　員 ３９名（内地域枠５名）

施　設
・延床面積：２１７．３６㎡
・鉄筋コンクリート造　2階建ての1階
               (病院　福利厚生棟の一部)

事業開始年月日 令和2年4月1日

開所時間
７：３０～２０：００
（延長保育を含む）

職員体制

　
・保育士１３名　（常勤5名・非常勤8名）
・調理員３名　（非常勤３名）

【参考】　設置主体　社会医療法人の概要

法人の名称 社会医療法人天神会

事務所の所在地 久留米市天神町120番地

設立年月 平成4年3月5日

理事長 古賀　伸彦

事業内容

１．病院、診療所
２．介護老人保健施設
３．訪問看護ステーション
４．ケアプランサービス
５． 通所介護事業
６．看護師養成事業           等 29事業

法人の組織運営

役員の数
・理事17名
（理事長１名含む）
・監事２名

社会医療法人天神会関係資料






